
事業者の皆さまへ エイジフレンドリーガイドラインに替わる新たな指針です

高 年 齢 者 の 労 働 災 害 防 止 の た め の 指 針
（ エ イ ジ フ レ ン ド リ ー 指 針 ） を 策 定 し ま し た
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社会の高齢化に伴い、高年齢者の労働災害発生率は、今後さらに増加することが予想され、

高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理等の取り組みが重要です。

年齢層別労働災害による休業見込み期間(R6)年齢層別労働災害発生率(休業4日以上死傷度数率)(R６)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）により、高

年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業

者の努力義務となったことを受け、令和８年２月に、「高年齢者の労働災害防止のための指針」

（エイジフレンドリー指針）を策定しました。

このリーフレットは、エイジフレンドリー指針の主なポイントや高年齢者の労働災害防止対策をま

とめたものです。皆さまの事業場での、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理

等に、ぜひご活用ください。

概要

高年齢者をめぐる労働災害の現状

高年齢者は他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い傾向

があります。

指針の主なポイントは次頁をご覧ください⇒

都道府県労働局・労働基準監督署



経営トップによる方針表明及び体制整備

・ 経営トップが高年齢者の労働災害防止対策に取り組む方針を示し、対策の実施体制を明確化し

ます。

・ 高年齢者の労働災害防止について、安全衛生委員会等において調査審議するなど労使で話し

合いましょう。

設備・装置の導入を検討した後に、高年齢者の特性を考慮した作業管理（複数作業の同時進行

を避ける、暑さに対する自覚症状が低下しやすい傾向がある高年齢者に水分補給を勧奨するこ

となど）についても検討しましょう。

高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例等からリス

クを洗い出して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の２～５を参考に優先順位

の高いものから取組事項を決めましょう。

事業者が講ずべき措置

経営トップ
方針表明

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会 担当者・組織の指定

危険源の特定等のリスクアセスメント及び対策の検討

事業場における安全衛生管理の基本的体制

１. 安全衛生管理体制の確立等

２. 職場環境の改善

１で実施したリスクアセスメントの結果に基づき、身体機能の低下を補う設備・装置の導入

(最優先)と高年齢者の特性を考慮した作業管理を検討します。

階段に手すりを設置する又は
段差をなくしスロープにする

墜落の危険性がある階段

リフトやスライディングボード
等の導入

足腰に負担のある移乗作業

空調服の導入

暑熱環境での作業

身体機能の低下を補う設備・装置の導入事例

リスクアセスメントにおける危険源の洗い出しについては、職場のあんぜんサイト

（労働災害事例）に掲載されている、災害事例やヒヤリハット事例を参考にすること

ができます。



業務内容の決定の際は、健康や体力の状況に応じて、安全と健康の観点を踏まえた適合す

る業務とのマッチングに努め、継続した業務の提供に配慮しましょう。

３. 高年齢者の健康や体力の状況の把握

５. 安全衛生教育

身体機能の低下は2０～30代から始まる場合があるため、体力チェックは青年、壮年期から開始

することが望ましいです。また、体力チェックが高負荷になりすぎないよう十分配慮します。例え

ば以下のようなツールを活用することができます。

・ 管理監督者へは、高年齢者の作業に無理がないかを把握する重要性を教育します。

（高年齢者が実際に働いている現場を見て、声がけ等をする）

・ 教育の計画を立案する際に、複数の災害を対象として共通する事項とそれぞれの災害を

対象とした事項の両方を行うことが望ましいです。

健康状況・体力の状況の把握

・ 法令で定める健康診断を確実に実施しましょう。

・ 体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢者を対象とした体力チェックを

継続的に実施しましょう。 ※これらの情報については、適正な取り扱いが必要です。

４. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置

健康や体力の状況を踏まえて、必要に応じ就業上の措置を講じましょう。

高年齢者の状況に応じた業務の提供

高年齢者の治療と就業の両立については「治療と就業の両立支援指針」に基づく取組に努めま

しょう。

心身両面にわたる健康保持増進措置

集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持向上のための取組を実施することが

望ましいです。

高年齢者に対する教育

・ 法令に基づく教育等を確実に行いましょう。

・ 作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするには、十分な時間が必要です。高年齢者が

経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行いましょう。

管理監督者等に対する教育

高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生対策について教育を行いましょう。

転倒等リスク評価
セルフチェック表

厚生労働省

全身持久力の

評価方法

労働安全衛生総合研究所

新体力テスト

スポーツ庁



中小企業安全衛生

サポート事業

この補助金は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者（補助事

業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払

を実施します。

エイジフレンドリー補助金について

対象となる事業者

次のいずれも満たす中小企業事業者であること

・ １年以上事業を実施していること

・ 役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時１名以上就労していること

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずる

ように努め、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを

理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要です。

個別事業場に対するコンサルティング等の活用として

は、中央労働災害防止協会の中 小 企 業 安 全 衛 生 サ

ポート事業を、補助金については厚生労働省で実施す

るエイジフレンドリー補助金を、社会的評価を高める

仕組みについてはSAFEアワード等を活用することが

できます。

補助金の目的

・ 高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導な

どの費用を補助します。

・ 高年齢労働者の雇用状況や対策・取組の計画を審査の上、効果が期待

できるものについて、補助金を支給します。

資本金又は
出資の総額 ※１

常時使用する
労働者数 ※１業 種

５,０００万円以下５０人以下小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業小売業

５,０００万円以下１００人以下
医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、
情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など

サービス業

１億円以下１００人以下卸売業卸売業

３億円以下３００人以下製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業などその他の業種

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

【参考】エイジフレンドリー補助金の申請対象となる中小企業事業者の範囲

労働者と協力して取り組む事項

国、関係団体等による支援

エイジフレンドリー

補助金

SAFEアワード

都道府県労働局・労働基準監督署
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